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 第１４回学校統廃合検討委員会（H19.4.19）会議録  

 
○平成１９年４月１９日（木）１８時３０分～２１時４５分 
○大東市役所本庁２階 委員会室 
○傍聴者１名 委員３名欠席 
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ただ今より、第１４回の検討委員会を開催します。 
前回の会議録について、意見等はありませんか。 
－ 特に意見等はなく、原案どおり承認 － 

 次に、事務局より本日の資料の説明をお願いします。 
児童数・クラス数推計、校区別人数等の配布資料説明。 
今まで事務局から提示された中学校の校区別人数の推計資料が１０年先ま

でであったが、実は１２年先まで推計が可能であり、１２年先まで予測すると

中学校で９クラスを下回る学校が現れるため、再度検討が必要である。 
また、これまでの児童数・クラス数等の推計表は、平成１８年５月を基準と

しているため、平成１９年５月基準に置き換えるべきか検討が必要である。 
とりあえず、本日の資料「中間答申（案）」を基に議論を進めたい。 
「中間答申（案）」の最初の前書き部分はこの説明でよろしいか。 
－ 異議なし － 
次に、「１．大東市立小・中学校の児童・生徒数の現状について」の部分に

ついてはいかがですか。 
平成１８年５月１日における数字については、平成１９年５月１日の新しい

数字を使うべきである。 
平成１９年５月１日の数字が出ていない本日の段階では、平成１８年の数字

を基に議論を進めざるを得ない。 
その他の内容については、これでよろしいですか。 
－ 異議なし － 
それでは次に、「２．大東市立小・中学校の適正規模について」各委員の意

見をいただきたい。 
２．（４）の小学校の部分で、「１学年の児童数は少なくとも５０名以上…」

「児童数３００名程度以上」となっている点についてはいかがか。 
素案の段階では、１学年４５名、児童数２７０名程度以上としていたが、１

学年２学級を確保でき、より安定した児童数ということで、今回変更していま

す。 
（４）については、学級定数、少人数学級といった議論に発展し、複雑とな
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るので、削除してはどうか。 
（４）を削除してよろしいか。 
－ 異議なし － 
中学校についての（２）の教科名は載せない方が良いと思われる。 
「複数の教員を必要とする教科もある」といった表現が良い。 
それでは、そのように変更したいと思います。 
それと、学級規模別の教員数についてですが、すでに資料が配布されていま

したが、いかがですか。 
各学校に配置される教員数については、基本的に学級数によって決められて

いますが、第２回の委員会で配布しました「学級規模別の教諭数の配当表」に

ついて、大阪府では数字が異なりますので、後日再度提出いたします。 
２．のその他の内容については、これでよろしいですか。 
－ 異議なし － 
それでは次に、「３．適正規模・適正配置の観点から必要と思われる学校統

廃合の具体的方策」について各委員の意見をいただきたい。 
中学校に関して、「今回の答申では、統廃合も通学区域の変更もいっさい提

案しない。」とするのではなく、今後の検討課題として残すべきではないか。

中学校の統廃合についても、いずれ検討しなければならないので、表現を修

正したいと思います。 
《具体的な統廃合案》の前に、そこに至るまで考慮し、議論した経過をもう

少し詳しく盛り込めないか。例えば、第１１回委員会資料「Ａ・Ｂ案の長所短

所の比較表」の比較項目を記載するのはどうか。 

それでは、考慮した項目を盛り込みたいと思います。 
続いて、「４．統廃合の実施時期」について各委員の意見をいただきたい。 
最も小規模となり、すでに１学年に１クラスの学年が出現している四条小学

校の統廃合実施時期を、平成２３年度とするのは遅いのではないか。 
ただし、統合先の四条南小学校のキャパシティを考慮する必要がある。 
四条南小のキャパシティについて事務局の考えはどうか。 
第９回の委員会で統合後の児童数・クラス数・教室数の推計表を配布してお

りますが、事務局としましては「教育用途に活用できる教室」が各学年に１教

室は必要と考え、平成２３年度ぐらいに教室の確保が可能になると推測してい

ます。 
北条西小学校の統廃合実施時期を平成２０年度とするのは早すぎ、現実的に

困難であるので削除すべきであり、（１）に最も小規模の四条小学校について

記述し、（２）に北条西小学校について記載すべきである。 
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以上、本日の議論を踏まえ、また平成１９年度の数字に置き換えて、次回も

う一度、「中間答申（案）」について議論したい。 
次回は、５月１６日（水）に開催することを決定して、閉会する。 

  
 


